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第 4章 中・長期対策案の検討 

4-1 検討の前提条件 

表 4-1-1 は、既収集資料及び関連機関への聞き取り調査によって明らかとなった中・長期対

策案の検討に際し考慮しなければならない前提条件を整理したものである。「セ」国側は上位

計画に示された構想計画は実施計画の段階で変更が生じる可能性があるが、本調査における

中・長期対策案の検討の前提条件との認識に間違いないとし、表 4-1-1 の整理は妥当であるこ

とを確認した。 

前提条件は①上位計画による前提、②海岸線の漁船利用による前提、③水産複合棟移転先が

困難であることの前提、④観光資源としての海岸線の役割による前提、⑤海岸線の漁業活動利

用による前提の 5 つに整理できる。特に、水産局長からは、砂浜の持つ生態的価値について言

及があり、水産資源保護の立場から、砂の流動によって適度な海藻の生育条件が成立している

ので砂浜形状の保全が必要であるとの発言があった。更に、次官からは桟橋から南側海浜は住

民にとっても、観光客にとっても重要な資源であり砂浜形状の保全と利便性の向上方策をとる

計画であるとの指摘があった。 

表 4-1-1 検討の前提条件 

(1)上位計画による前提 

 

ア）水際線の再開発 

 ・ベンダーズ・アーケードの充実 

 ・Entertainment Centerの再整備 

 ・砂浜の保全 

 ・砂浜施設の整備 

 ・ボードウｵークの整備 

イ）漁村の改良 

 ・接岸機能の拡充 

 ・給油施設の整備 

ウ）自然海浜の保全（南側海浜） 

(2)海岸線の漁船利用による前提 ア）ベンダーズ・アーケード前の漁船揚陸機能の保持 

(3)水産複合棟移転先が困難である

ことの前提 

ア）水産複合棟が存在する 

(4)観光資源としての海岸線の役割

による前提 

ア）海岸線形状の保持 

イ）日光浴のできる海浜の整備 

(5)海岸線の漁業活動利用による前

提 

ア）砂浜海岸の保持（地引網漁の利用） 
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4-1-1 「セ」国上位計画による前提 

｢セ｣国では Coastal Zone Management Plan を上位構想として策定し

ている。この構想は｢セ｣国全土を対象に Coastal Management Zoneを策

定し、その核地域について開発構想を示している。アンス・ラ・レイは

Northern Coastal Zone に位置づけられ、アンス・ラ・レイ地区の長期

構想が示されている。この構想は開発のガイドラインとして位置づけら

れており、開発計画ごとに調整が実施される。 

本計画は既定計画であり、この構想により前提を受けないが、地域の

開発方向を踏まえた中期対策及び長期対策を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：National Land Policy Ministry of Physical Development, Environment & Housing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：The Canaries/Anse La Raye Management Plan: National Vision Plan West Central Quadrant 

図 4-1-1-1 アンス・ラ・レイ地区の上位構想図 
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出典：The Canaries/Anse La Raye Management Plan: National Vision Plan West Central Quadrant 
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4-1-2 海岸線の漁船利用による前提 

計画地海岸は漁船の保管場所として機能しており、水産複合棟と漁具倉庫 1 との間及びベン

ダーズ・アーケードはハリケーン等の異常気象時に漁船を背後陸域に避難させる揚陸箇所とし

ての機能を有する。したがって、本調査対象であるベンダーズ・アーケード前は漁船揚陸機能

を保持した対策が求められ、具体的には漁船揚陸時に漁船船底を傷つけないように砂浜等によ

る対応が求められる。 

 

4-1-3 水産複合棟等の移設が困難であることによる前提 

アンス・ラ・レイ地区及びカナリー地区に水産複合棟を移転する用地は存在せず、移転によ

る被災回避対策を検討することは困難である。 

 

4-1-4 観光資源としての海岸線の役割による前提 

アンス・ラ・レイはフランス統治時代にフランス軍が最初に上陸した場所という歴史的位置

づけを持つとともに、背後市街地の古い街並みやフィッシュフライデーに代表される観光産業

と水産で成り立っている。(1)で示した構想でも水産と観光が一体となった開発方向が示されて

いる。計画地の海岸は観光客が日光浴をするような利用ではないが、アンス・ラ・レイ湾の美

しい海岸線が観光対象として価値があるとされている。また、背後村落の古い街並みと海岸線

とが一体となった景観をもとに Fish Friday に代表される観光イベントにより村落が活性化さ

れている。ちなみに、上述の構想では日光浴のできる海浜の整備をうたっている。したがって、

海岸線形状の保持を強く要請されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：The Canaries/Anse La Raye Management Plan: National Vision Plan West Central Quadrant 

図 4-1-4-1 アンス・ラ・レイ海岸の整備構想図 
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4-1-5 海岸線の漁業利用による前提 

アンス・ラ・レイ海岸では地引網漁を実施している。地引網は漁船により湾内敷設されるが、

その引き上げに海岸を利用している。そのため、地引網漁に前提を与える対策は困難である。

具体的には砂浜海岸の保持を要請されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-1-5-1 砂浜を利用した地引網漁 

4-1-6 海浜形状保持に関する「セ」国の意向 

海浜形状の保持は海浜の回復傾向と密接に関連するもので、現地踏査及びこれまでの解析結

果をもとに中期及び長期対策の検討方向を協議した。「セ」国側の考え方は以下のように整理

できる。 

①砂浜が回復傾向にあることから、現状の海浜形状が残る形での対策を望んでいる。 

②砂浜は漁業利用（地曳網、漁船引き揚げ休憩、漁網や仕掛けの蔵置など）の上で重要な位

置を占める。 

③観光資源として、現在の美しい海岸線形状が維持される必要がある。 

④南側海浜は海水浴ができるような整備を行い、観光客や地元住民のレクリエーションの場

としていく計画であり、砂浜形状が重要である。 

⑤異常気象時への対応として離岸堤などの沖合施設が必要になる場合でも、砂浜形状の変化

はできるだけ避けたい。 

⑥さらに、砂浜の砂が水産資源生態にとって重要であり、清浄な生態環境を維持したい。 

 

4-2 対策案検討の基本的な考え方 

4-2-1 アンス・ラ・レイ湾における海浜変形の基本的な理解 

アンス・ラ・レイ湾における海浜変形に関する基本的な理解は以下のようである。 

①岬の遮蔽域に形成された砂浜である 

②長期的には約 60cm/年の侵食傾向の海岸である 
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③後浜には既にいろいろな人工構造物が立地しており移転が困難である。一般に海岸汀線は

波浪によって変動するが、その変動幅に人工構造物が存在すると海浜は不可逆的となり、

海岸汀線は元に戻れなくなる。アンス・ラ・レイ湾海浜がこの状態にある。 

 

本調査によって、上述の基本的理解に加え以下の事象が明らかとなった。 

④水産複合棟の前面海浜は最近の約半年間は安定していた。 

⑤水産複合棟から 5m 海側の部分は波浪により砂が簡単に移動することから不安定な状態に

ある。 

⑥周辺 2 海岸を含む 3 自然海浜（ロゾー湾海浜、アンス・ラ・レイ海浜、テイカヤリゾート

海浜）のうちではアンス・ラ・レイ海浜が最も穏やかである。 

⑦ハリケーン・トーマスはアンス・ラ・レイ湾の南側河川河口部前面に大量の土砂を供給し、

その堆積土砂が波の作用によって徐々に北側に移動し、現在は海岸線の回復時期にある。 

⑧アンス・ラ・レイ湾を囲む崖地も砂の供給源となっている。また、ハリケーン・トーマス

による内陸部のがけ崩れなどによって、今後も河川から土砂供給される可能性がある。 

⑨追加調査の測量結果の解析によって、海岸線の回復速度が明確になるが、現在までのシミ

ュレーション結果から漂砂が桟橋を回り北側海浜に至るには 2 年以上の時間が必要である。 

⑩仮に現在南側河口前面に堆積している土砂のうち、海底砂の完全移動限界水深 5m以浅の土

砂がアンス・ラ・レイ湾海浜に均等に移動したとすると、海岸線は 8.6m前進することにな

り、2006年 BD調査実施時の汀線より前進すると考えられる。 

⑪ハリケーン・トーマスによって南側河口前面に堆積した土砂がアンス・ラ・レイ海岸に戻

された後は、何らかの土砂供給がない限り年 60cm程度で後退する海岸に回帰する。 

⑫上述したように汀線が前進した状態でも、後浜の地盤標高が 30年確率波による遡上高より

低いため、異常気象時には水産施設への影響は避けられず、何らかの防護対策が必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-1-1 改良仮想勾配法による波の打ち上げ高算定図 

表 4-2-1-1 30年確率波による波の打ち上げ高 

波浪条件 潮位条件 打ち上げ高 

30 年確率波 M.S.L.+1.02m +2.40ｍ 

30 年確率波 M.S.L.+0.68m +2.06ｍ 

仮想砂浜面(既存
海浜勾配の延長）

hb

R

hb

MSL+1.5～1.1
現地盤高

α 
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4-2-2 中・長期対策の基本的な考え方 

3-4-2に示した中期及び長期対策の必要性と課題、4-2-1のアンス・ラ・レイ湾における海浜

変形に関する基本的な理解の上で、短期対策段階、中期対策段階、長期対策段階での海岸性状

を整理すると、以下のようになる。 

①短期対策段階では汀線が後退し海浜が沈下、後浜が喪失し水産施設建物の基礎が洗掘され

る恐れがある状況にあった。 

②中期対策段階では 2006年の基本設計実施段階での汀線と後浜へ回復する途上である。 

③長期対策段階では回復段階が終了し、何らかの土砂供給がない限り、侵食性の海岸に回帰

する状況である。 

 

一方、4-1 に示したようにアンス・ラ・レイ湾の砂浜が水産機能において重要な位置を占め

るとともに地域の観光資源としても重要な位置づけにあることから、短期対策、中期対策、長

期対策における対策案検討の目的を整理すると以下のようになる。 

①短期対策案検討の目的：海岸侵食による建物基礎の洗掘、不等沈下などを防護する 

②中期対策案検討の目的：短期対策を補修・補強し建物基礎の洗掘、不等沈下などを防護す

るとともに、砂浜環境の一部回復を図る 

③長期対策案検討の目的：砂浜環境を含めた水産施設機能を維持し、異常気象時の来襲波浪

の脅威を取り除く 

 

第 3 章に示したアンス・ラ・レイ湾の海岸侵食機構をもとにした 3 つの対策、すなわち①自

然回復を待つ（対策 1）、②砂浜の回復を図ってやる（対策 2）、③構造物によって防護する（対

策 3）、をもとに各段階での対策の基本的な考え方を整理したものが表 4-2-2-1である。 

表 4-2-2-1 中・長期的対策の基本的な考え方 

 短期対策段階 中期対策段階 長期対策段階 

対策-1 

（自然回復を待つ） 

 対策３ 対策 3 

対策-2 

（砂浜の回復を図ってや

る） 

 対策３に加え、 

覆砂工及び埋戻しによる

砂浜環境の一部回復 

 

養浜工により異常気象時

に機能維持が図れる浜幅

の確保と定期的な維持養

浜の実施 

対策-3 

（構造物によって防護す

る） 

侵食が進行する可能

性があるため、建物基

礎部の洗掘・不等沈下

の防止 

短期対策の補修及び異常

気象時にも決定的なダメ

ージを受けないような補

強 

沖合に離岸堤（潜堤・人

工リーフ）等の波浪制御

対策の実施 

 

短期対策段階では急速に海岸侵食が進んだため、構造物による防護の対応を実施した。その

後の解析により、海岸は回復傾向を示すことがわかり、中期対策段階では対策 1 の自然回復を

待つ、対策 2 の砂浜の回復を図る、対策 3 の構造物での防護、の 3 つの選択肢があることが判

明した。自然回復は 5年程度で 2011年 9月の汀線を 12m前進させることが予測される。しかし
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ながら、ベンダーズ・アーケードの汀線の前進は周辺と比較して遅れることから、第 3 章で解

析したように積極的に砂を投入することで汀線の前進に寄与することが判明している。したが

って、中期対策段階では 4-1 に示した前提条件をもとに考えると、短期対策で実施した対策 3

の対応策を補強し水産施設建物の洗掘・不等沈下等の防護を強化することと、砂浜環境の一部

回復を図り水産施設機能を回復することが必要である。 

長期対策段階では 5 年程度で供与施設前面の海岸汀線は 12m 前進し、南側海岸汀線は 18m 前

進したのち、侵食性海岸に回帰する状態になることから、水産施設機能の維持を図るには対策

2（養浜工によって前進した汀線位置と浜幅を維持する）と対策 3（波浪制御によって海浜を維

持する）が考えられる。 

 

4-2-3 水産施設に対する中・長期対策上の課題 

表 4-2-3-1 は中・長期対策の基本的な考え方を踏まえ、各施設に対する中・長期対策上の課

題を整理したものである。 

表 4-2-3-1 施設に対する中・長期対策上の課題 

施設名 中期対策上の課題 長期対策上の課題 

桟橋及び 

付帯設備 

①排水溝出口対策 ①ベンダーズ・アーケード前面砂浜を

保持するための桟橋基部捨石の位置 

アーケード ①冬季の長周期のうねりによる遡上

波の影響軽減 

②漁船引き揚げ機能のための後浜幅

の確保 

③30 年確率波遡上時のアーケード基

礎洗掘の防止 

④砂浜環境の回復 

①後浜幅の保持 

②前浜の安定化 

③30年確率波による遡上高の軽減 

 

水産複合棟 ①冬季の長周期のうねりによる遡上

波の影響軽減 

②30 年確率波遡上時の水産複合棟基

礎洗掘の防止 

③砂浜環境の回復 

④南北移動の確保 

①後浜幅の保持 

②前浜の安定化 

③30年確率波による遡上高の軽減 

 

漁具倉庫 

I 及び II 

①冬季の長周期のうねりによる遡上

波の影響軽減 

 

①後浜幅の保持 

②前浜の安定化 

③30年確率波による遡上高の軽減 

ワークショップ ①冬季の長周期のうねりによる遡上

波の影響軽減 

 

①後浜幅の保持 

②前浜の安定化 

③30年確率波による遡上高の軽減 

浄化槽 ①冬季の長周期のうねりによる遡上

波の影響軽減 

 

①後浜幅の保持 

②前浜の安定化 

③30年確率波による遡上高の軽減 
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4-3 中期対策案の設計と工事 

4-3-1 設計方針 

(1) 防護ラインの設定 

アンス・ラ・レイ湾では 2006年 9月 20 日、2011年 9月 8日、2012年 1 月 18 日の 3回湾全

域での深浅測量及び地形測量が実施されている。図 4-3-1-1 は 3 回の汀線位置を重ねたもので

ある。これを見ると、現在は 2006年より汀線が前進している。汀線の変化予測結果では汀線は

数年かけて更に前進する見込みである。2011 年の汀線位置は供与水産施設前面では 2006 年と

変化はないが、南側海浜は明らかに後退している。更に、2011年は海浜が沈下して、後浜が喪

失していたため緊急対応として短期対策を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-1-1 汀線位置の変化（2006年、2011年、2012年） 

図 4-3-1-2 は 2006 年時点（BD 調査実施時）のベンダーズ・アーケード前、水産複合棟前、

漁具倉庫前の断面形状を示している。この時点では後浜幅が約 7m～10m 程度存在しており、そ

の地盤高は MSL＋1.5m 程度になっている。BD時点では漁民から汀線が後退しており、以前はも

っと後浜幅があったとの意見もあり、既に海岸は侵食傾向にあった。「セ」国との合意の上で

BD 調査が実施され完工している。したがって、2006年の汀線位置及び後浜幅と高さを設計上の

防護ライン（これ以上後退させないライン）と想定する。 
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図 4-3-1-2 2006年時点での海浜断面（防護ライン） 

 

(2) 防護方法 

短期対策では、汀線の後退、後浜の沈下・消失に対する緊急対策として、捨石工による洗掘

防止対策を実施した。これは一定の効果を発揮している。水産複合棟前面の捨石工は前浜勾配

と良く馴染んで安定しているが、先端部分が若干沖側に引き出されている。 

図 4-3-1-3は 2006年、2011年 2012年の断面を重ね合わせたものである。これをみると、北

側の倉庫前と比較して、水産複合棟及びベンダーズ・アーケード付近の前浜勾配が急になって

いるのがわかる。 

短期対策ではハリケーン前の、所謂越冬断面として捨石重量を算定したが、中期対策では 30
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年確率波浪来襲時にも防護機能が発揮できるように捨石工先端部を、重量を増した捨石で補強

する必要がある。また、ベンダーズ・アーケードは湾中央部に位置し波あたりが強い個所であ

るため、水産複合棟と同じ捨石工による防護が望まれるが、荒天時の漁船引き揚げ・避難経路

にあるため砂浜環境を保持しなければならない。また、汀線の前進傾向も周辺と比較すると遅

いため、後浜を覆砂によって増幅し波浪の遡上による影響を軽減させる対応をする。 

覆砂による対応では完工後、海浜の状況を観測しながら維持覆砂を加えていくことが不可欠

である。この点については「セ」国側に維持覆砂実施の意向確認をする必要がある。 

漁具倉庫前については、冬季のうねり性の長周期波浪の遡上や 30年確率波浪の遡上によって

漁具倉庫が洗掘などを生じないように、ベンダーズ・アーケードに短期対策で実施した捨石に

よる防護工を敷設・覆土する。 

なお、水産複合棟前の捨石工は先端部を補強するとともに砂浜環境の回復をする。施設建物

基部の捨石は洗掘防止のため、そのままとし、それ以外の部分は撤去した上で掘削し再敷設し

てから覆土し砂浜環境の回復を図る。先端の補強部分は消波機能を保持するために露出した状

態とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-1-3 2006年、2011年、2012年の断面比較 
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4-3-2 設計条件 

(1) 波浪条件 

a) 波浪解析 

対象地点は、小アンティル諸島のカリブ海側に面している。大西洋の西部からカリブ海にか

けての海域全体では、貿易風の影響と思われる E 方向の風の出現頻度が卓越する（気象庁の全

球客観解析データによる平均風平面分布図（図 4-3-2-1 参照））。これに伴って、小アンティ

ル諸島の東側海岸では、この風によって発生する E 方向の波浪が卓越する。この波浪は、アン

ス・ラ・レイ地点には直接来襲しないが、セントルシア島の北端及び南端部の海峡部からの侵

入波が来襲する。一方、出現頻度は低いが、カリブ海における W 方向の風により発生する波浪

は対象地点に直接来襲する。ここでは、大西洋での発生波とカリブ海内発生波を、全球客観解

析データと 1 点スペクトルを用いた推算により求める。大西洋発生波については、侵入波の変

形計算を行った後、カリブ海内発生波と合成して、対象地点の波浪状況を把握する。波浪の解

析手法を図 4-3-2-2に示す。 

 

b) 浪解析結果 

a)で示した手法に基づき、アンス・ラ・レイ地点での波浪解析を行った。対象地点は、アン

ス・ラ・レイ湾口部（水深-30m程度）である。前述したように、波浪は、セントルシア国西部

における大西洋発生波、カリブ海内発生波、両者を合成した、アンス・ラ・レイ湾口部の 3 地

点で波浪の頻度表を求めた。それぞれ、表 4-3-2-1、4-3-2-2、4-3-2-3 にその結果を示す。ま

た、アンス・ラ・レイ湾口部における波浪については、波向分布図を図 4-3-2-3に示す。 

これによれば、セントルシア国東側海岸では、最大 7ｍ程度の波浪が来襲する。一方、カリ

ブ海内では、最大 1.5ｍ程度の波浪が発生し、波向は、NNWの出現率が最も高く、全体の約 70％、

続いて SSWの約 25％程度となっている。これらの波浪を合成して、アンス・ラ・レイ湾口部に

おける波浪を求めると、波高 1m、2mを超える出現率は、それぞれ、20％、1.1％となっている。

また波向は、NNWが最も出現率が高く約 48％、続いて N約 20％、SSW約 18％の順になっている。

季節的に見ると、冬期から春期にかけて、N 及び NNW 方向からの高波が来襲する傾向があるの

が解る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-2-1（全球客観解析データ、2002～2006年） 図 4-3-2-2アンス・ラ・レイ地点における 
波浪の解析手法 

風資料の収集整理 

（全球客観解析気象データ） 

大西洋発生波の推算 

（1 点スペクトル法） カリブ海内発生波の推算 

（1 点スペクトル法） 

波浪変形計算 

（カリブ海内侵入波） 

波浪の合成 

（対象地点の波浪） 

 -75  -70  -65  -60  -55  -50  -45  -40  -35  -30
  0

  5

 10

 15

 20

 25

 30

 0

 5

10 m/s

WIND (m/s)             通年 

大西洋 

カリブ海 

アンス・ラ・レイ 



4-13 

Total 
Yearly

10

20

30%

 E 

ENE

 NE

NNE
 N 

NNW

 NW

WNW

 W 

WSW

 SW

SSW
 S 

SSE

 SE

ESE

0.00 - 0.50

0.50 - 0.75

0.75 - 1.00

1.00 - m

Total 
Spring

10

20

30%

 E 

ENE

 NE

NNE

 N 
NNW

 NW

WNW

 W 

WSW

 SW

SSW
 S 

SSE

 SE

ESE

Total 
Summer

10

20

30%

 E 

ENE

 NE

NNE
 N 

NNW

 NW

WNW

 W 

WSW

 SW

SSW
 S 

SSE

 SE

ESE

Total 
Autumn

10

20

30%

 E 

ENE

 NE

NNE

 N 

NNW

 NW

WNW

 W 

WSW

 SW

SSW
 S 

SSE

 SE

ESE

Total 
Winter

10

20

30%

 E 

ENE

 NE

NNE

 N 

NNW

 NW

WNW

 W 

WSW

 SW

SSW
 S 

SSE

 SE

ESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-2-3 波向分布図（アンス・ラ・レイ湾口部、全球客観測解析データより推算、 

2002～2006年） 
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表 4-3-2-1(1) 波向別波高階級頻度表 

（セントルシア国東側沖波、全球客観解析データによる推算値、2002～2006年、通年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3-2-1(2) 波高周期階級頻度表 

（セントルシア国東側沖波、全球客観解析データによる推算値、2002～2006年、通年） 
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表 4-3-2-2(1) 波向別波高階級頻度表 

（カリブ海内発生波、全球客観解析データによる推算値、2002～2006 年、通年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3-2-2(2) 波高周期階級頻度表 

（カリブ海内発生波、全球客観解析データによる推算値、2002～2006 年、通年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-16 

表 4-3-2-3(1) 波向別波高階級頻度表 

（アンス・ラ・レイ湾口部、全球客観解析データによる推算値、2002～2006年、通年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3-2-3(2) 波高周期階級頻度表 

（アンス・ラ・レイ湾口部、全球客観解析データによる推算値、2002～2006年、通年） 
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c) 地形変化計算に用いる波浪条件 

上記の波浪推算値から、表 4-3-2-4 に示す代表 5 波浪を設定し、各月別に波向の出現率を求

め、その発生頻度を求めた。各月の波向別出現頻度は表 4-3-2-5の通りである。 

表 4-3-2-4 代表波浪諸元 

No. 波向 波高(m) 周期(s) 出現率(%) 作用日数 

1 N 0.98 6.80 31.7 115 

2 NNW 0.74 5.86 47.7 174 

3 NW 0.62 5.79 0.81 3 

4 W 0.52 6.71 1.30 5 

5 SSW 0.66 9.50 18.2 66 

 

表 4-3-2-5 月別波向き出現率 

   波向 
月 

N NNW NW W SSW 合計 

1 0.282 0.646 0.000 0.005 0.067 1.000 

2 0.301 0.577 0.033 0.009 0.068 1.000 

3 0.427 0.437 0.000 0.004 0.132 1.000 

4 0.399 0.324 0.006 0.030 0.237 1.000 

5 0.215 0.517 0.010 0.011 0.245 1.000 

6 0.099 0.614 0.000 0.002 0.286 1.000 

7 0.070 0.727 0.000 0.008 0.196 1.000 

8 0.358 0.661 0.001 0.002 0.265 1.000 

9 0.358 0.286 0.017 0.009 0.330 1.000 

10 0.526 0.222 0.015 0.049 0.184 1.000 

11 0.487 0.343 0.007 0.018 0.136 1.000 

12 0.576 0.367 0.010 0.009 0.038 1.000 

通年 0.317 0.477 0.008 0.013 0.182 1.000 

作用日数(日) 115 174 3 5 66 365 

 

 

d) 設計波浪（異常気象時の波浪） 

基本設計調査では①過去の設計沖波の事例、②スフレー、ショゼールを対象とした沖波の推

算結果による 30年確率波浪、③ハリケーン「レニー」をモデルとしたモデルハリケーンによる

沖波波浪の検討をもとに湾内での換算沖波波浪を表 4-3-2-6に示すように算出している。 
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表 4-3-2-6 波浪変形計算結果（既設桟橋地点の換算沖波波浪） 

波浪 カリブ海内波浪（沖波） 屈折係数 

（既設桟橋付近） 

換算沖波波浪諸元 

 

30年確率波浪 波高（H0） 6.10m 

0.49 

波高（H0’） 2.99m 

周期（T） 12s 周期 12s 

波向 W 入射波向 N86°W 

モデルハリケーン 

(LENNY の 1°南側経

路) 

波高（H0） 7.15m 

0.49 

波高（H0’） 3.50m 

周期（T） 12s 周期 12s 

波向 W 入射波向 N86°W 

 

 

図 4-3-2-4 再現期間（有効期間：50年） 

 

本調査では浅海域での波浪諸元を求める必要がある。換算沖波波高をもとに水深別の波浪条

件を算出した。表 4-3-2-7はその結果である。 
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表 4-3-2-7 水深別波浪条件 

水深 
水深 
潮位含 

周期 
換算
沖波
波高 

海底勾
配（逆
数） 

波形勾
配 

水深 
波高比 

  
有 義 波
高 

 D(m) T(s) H0'(m) 1/slope H0'/L0 h/H0' H1/3/H0' eta/H0' H1/3(m) 

0.3 1.32 12 2.99 20 0.013  0.441  0.507  0.128  1.517  

0.4 1.42 12 2.99 20 0.013  0.475  0.535  0.125  1.599  

0.5 1.52 12 2.99 20 0.013  0.508  0.563  0.121  1.682  

0.6 1.62 12 2.99 20 0.013  0.542  0.590  0.117  1.765  

0.7 1.72 12 2.99 20 0.013  0.575  0.618  0.114  1.848  

0.8 1.82 12 2.99 20 0.013  0.609  0.646  0.110  1.931  

0.9 1.92 12 2.99 20 0.013  0.642  0.673  0.107  2.013  

注：水深は潮位に異常気象時の吸い上げ、吹き寄せを考慮した水深 

 

 (2) 潮位条件 

基本設計調査において、15昼夜連続観測記録から、水位変動のデータの調和分解を行い、潮

位を構成する正弦波の係数である調和常数を算出し、これをもとに以下に示すアンス・ラ・レ

イ湾口における各潮位の諸元を図 4-3-2-5 のように求めている。本調査においてもこの結果を

潮位条件とする。また、基本設計調査時と同様に地形図の基準高は｢セ｣国の Trig. Datum であ

る平均水面 M.S.L.とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-2-5 アンス・ラ・レイ潮位関係図 

 

(3) アンス・ラ・レイ湾海浜の底質 

図 4-3-2-6は 2011年 9月の深浅測量時に底質サンプルの採取地点を示している。図 4-3-2-6

は各地点での底質の粒度分布を示している。表 4-3-2-8 は各地点での通過百分率の粒径を示し

ている。S8は南側河口部の堆積土砂を、S１～S4 は汀線付近、S5～S7は水深 1.5m付近である。 

＋0.23 略最高高潮面（NHHWL）
＋0.20

＋0.08 大潮平均高潮面（HWOST）
＋0.04 小潮平均高潮面

±0.00

－0.04 小潮平均低潮面
－0.08 大潮平均低潮面（LWOST）

－0.20

－0.23 略最低低潮面（NLLWL）

±0.00 平均海面（MSL）
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図 4-3-2-6底質採取地点（2011年 9月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-2-7 底質の粒度分布 
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表 4-3-2-8 各地点での通過百分率の粒径（単位：mm） 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

D(95) 1.23 1.62 1.17 0.97 0.57 0.29 11.55 0.14 

D(84) 1.00 0.97 0.79 0.57 0.30 0.27 3.20 0.34 

D(50) 0.48 0.37 0.29 0.38 0.20 0.18 0.43 0.23 

D(16) 0.19 0.18 0.17 0.25 0.11 0.08 0.16 0.09 

D(5) 0.12 0.11 0.11 0.18 0.08 0.08 0.16 0.09 

 

4-3-3 断面設計 

(1)水産複合棟前面 

①捨石工先端部 

捨石工先端部は設置水深が MSL-0.8mである。表 4-3-2-7に示したように、この水深での波高

は換算沖波波高が H0’=2.99m に対し H1/3＝1.931m､T=12.0sec となる。これは 30 年確率波来襲時

の前面波高と考えられる。この波高に対する捨石重量は以下のように算定できる。 

 
       ρr・HD

3 
W＝―――――――――――――――＝0.31ton 
       Ns3 (Sr-1)3 

 

ここに、 W ：法面における表面捨て石質量（tf） 0.17 

 ρr ：捨石等の空中体積重量（tf／m3） 2.65 

 Sr ：捨石の海水に対する比重（tf／m3） ρr/ρw 

 Pw ：海水の密度 1.03 

 Ns ：安定数  2.5 

 HD ：設計有義波高（m） 1.931 

 

したがって、捨石工先端部 3m部分を 400～500kg程度の捨石で被覆する対応をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-3-1 捨石工先端部断面 
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②水産複合棟基礎部 

短期対策で水産複合棟基礎部前面は捨石で被覆されている。この部分は建物基礎の洗掘防止

機能を持たせているため、現在の設置断面で幅 3mの捨石被覆部分を残す。水産複合棟前面には

電力ケーブルが敷設されており捨石を敷設しなおすことは困難である。なお、景観上、覆砂を

許すが捨石天端高は現状のままとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-3-2 水産複合棟基礎部捨石被覆工断面 

 

③捨石本体工部 

捨石先端部と水産複合棟基礎部被覆捨石工との間の部分を捨石本体工と呼ぶ。この部分は漁

民による南北移動を確保するため砂で被覆する。現状の捨石本体工に砂を被覆すると周辺砂浜

と砂浜天端高さに段差が生じスムーズな南北移動に支障をきたす。したがって、捨石本体工を

一度撤去し、現在の捨石被覆高さ 60cm程度を掘り下げ、再度捨石本体工を敷設した上で、砂で

埋め戻す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-3-3 捨石本体工の断面 

 

(2) ベンダーズ・アーケード前面 

①ベンダーズ・アーケード床版前面部捨石工 

短期対策で捨石を敷設し砂で被覆している。捨石被覆断面がベンダーズ・アーケードの床面

と並行になるように設置したため、先端部が前浜勾配（この部分は後浜がない）とに段差が生

じ捨石が露出して引き上げ漁船の船底部を傷つける可能性があるため、捨石被覆工を前浜勾配

に合わせる補修を実施する。 



4-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-3-4 ベンダーズ・アーケード床版前面部捨石工断面 

②ベンダーズ・アーケード前面海浜部覆砂工 

図 4-3-3-5のベンダーズ・アーケード前面海浜の断面をみると水深 1m付近に土砂の堆積が始

まりだしており、時間の経過とともに汀線の前進及び後浜部分の形成がおこると考えられる。

しかしながら、その形成スピードは遅く、覆砂工によって汀線の前進と後浜の形成を図ること

がベンダーズ・アーケード床版基礎の洗掘防止を図るうえで有効である。また、後浜が復元で

きることによって観光資源としての価値も向上する。 

図 4-3-3-5 にみえる後浜は捨石設置によって生じたものであり、先端部で捨石が露出するな

ど波浪の遡上が影響する状態にある。これを覆砂によって捨石工先端部から 5m程度後浜部分を

形成することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-3-5 ベンダーズ・アーケード前面海浜断面 

覆砂工の天端高は MSL+1.5m、天端幅は捨石工を含め 8m、を期待する。覆砂材は粒径や土質性

状など現状海浜との親和性とコストが安価であることから、南側海浜から調達するものと考え

る。ベンダーズ・アーケード前の砂の粒径は D50：0.37mm、南側海浜の砂の粒径は D50：0.43mm

であるから、覆砂工による水面下の平衡海浜形状は Deanによる判定式によると、以下のように

1 以下となり、覆砂工の単位当たり平衡断面土量（V）は以下の式で求められる。 

 

W(AN/DC)
3/2+(AN/AF)

3/2=0.917 <1  (Intersecting profile) 

V=WB+ (3/5W5/3ANAF)/ (AF
3/2-AN

3/2)2/3 

5m 

現況断面 

平衡断面（想定） 

覆砂 

投入断面 

M.S.L. 
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ここに、W：覆砂工の天端幅（5m）、B：覆砂工の天端高（1.5m）、Dc：移動限界水深(5m)、

AF、AN：表 4-3-3-1 から求まる値、移動限界水深は第 3章に示されたように 5mと設定する。

なお、N はベンダーズ・アーケード前の現状海浜、Fは南側海浜部の覆砂材採取位置を示

す。 

 

表 4-3-3-1から、AN＝0.139m1/3、AF=0.1498m
1/3   

したがって、V=16.28m3/mとなる。 

ベンダーズ・アーケード前海浜の延長は 48mであるから覆砂工の土量は Vtotal＝

16.28m3/mx48m＝781.5m3となる。 

表 4-3-3-1 A値 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：Coastal Engineering Manual 2008 

 

なお、実際の投入土量は粒径分布によって割増が必要である。割増率を算定する図 4-3-3-6

をもとに、前述の粒径条件で検討すると割増率は 1.25となる。したがって、覆砂土量は 781.5m3

ｘ1.25＝976.875m3となり、施工ロスを 20%見込むと 1172.25m3≒1200m3の覆砂量が必要である。 
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（出典：Coastal Engineering Manual 2008） 

図 4-3-3-6 養浜材の割増率 

ここに、表 4-3-2-8から下式を計算すると、1.25と求められる。 

 

 

この平衡断面の天端高 MSL+1.5m は年数回発生する波浪による遡上高に対し安全であるかを

検討する。5年確率の波高で年数回発生波を代表させることする。5年確率波高は、図 4-3-2-1

より、沖波波高は 3.1mとなる。これに屈折係数を掛けて換算沖波波高を求めると、Ho'＝1.51m

となる。また、第 4 章 4-4-1 に示した方法で遡上高 R を求めると、Ｒ／Ho'＝0.46、これから、

0.12 

0.93 
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R＝1.52*0.46+0.68=1.38ｍ＜MSL＋1.5m（覆砂工天端高）となる。ここに、潮位条件として、中

心気圧 960hPaのハリケーンが直撃（ハリケーン中心が対象地点を通過）した場合の吸い上げの

みによる水位上昇を考慮するものとし、略最高潮位（M.S.L.+0.23m）に、高潮偏差（+0.45ｍ）

を加えた水位を M.S.L.+0.68mと設定した。このように、覆砂工天端高は年数回発生する波浪条

件では安全である。 

しかしながら、4-4-1 に示した 30 年確率波の遡上高は 2.4m で、以下に示す加藤らによる長

周期波の波高と浜への遡上高さの関係式をもとにしても、覆砂の天端高 M.S.L.+1.5m を超える

ため、防護ラインを守るには十分広い覆砂幅が必要になる。 

RL=(η)0+0.96・(HL)0+0.31=2.446m 

ここに、RL：浜への遡上高さ（m）、(η)0：汀線の水位、(HL)0：汀線での長周期波の波高、 

4-3-2に示すように 30年確率波に対しては、(η)0＝0.68m 、(HL)0＝1.517m 

 

(3) 倉庫前面 

①フェンス前面部 

漁具倉庫前面にはセキュリテイー目的でフェンスが設置されている。原設計ではフェンスは

設計されていない。「セ」国側が設置したもので撤去が困難である。このフェンスは簡易な施

設であるためフェンス支柱の基礎は比較的浅いものと想定される。漁具倉庫の洗掘防止を図る

には漁具倉庫前に何らかの対応をするべきであるが、フェンス前面にベンダーズ・アーケード

床版基礎洗掘防止のための捨石被覆と同様な対処をしても漁具倉庫に対する防護機能は発揮さ

れる。したがって、ベンダーズ・アーケードと同様規模の捨石被覆工（図 4-3-3-7）を設置し、

砂で覆土し漁民の利便性と景観の確保を行う。なお、図 4-3-3-8 は漁具倉庫前の測量結果を数

側線分重ね合わせたものである。これをみると、ベンダーズ・アーケードに比較して後浜部が

形成されており、設置する捨石被覆工は水平に設置しても支障がないことがわかる。また、小

規模ではあるが浜崖を形成しやすい地形であり、北側河川河口部に隣接することから汀線が変

動しやすいと考えられ、長周期のうねり性波浪の遡上が漁具倉庫前まで到達することも考えら

れるので防護対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-3-7 漁具倉庫前捨石被覆工断面 
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図 4-3-3-8 漁具倉庫前の海浜断面 

4-3-4 平面設計 

図 4-3-4-1 は 4-3-3 で示した断面設計をもとにした平面設計である。北側の漁具倉庫１から

ベンダーズ・アーケードまで、2006年基本設計調査実施時の汀線位置及び後浜幅を確保してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-4-1 平面設計 

M.S.L. 

M.S.L. 

7.5m 

6m 

2011 年 9 月汀線 

α 

α 

β 

β 

tan α=1/11.25 

tan β=1/18 

tan α=1/12.5 

tan β=1/16 
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4-3-5 施工計画/調達計画 

現地業者が施工を担当することを念頭に、適切な工法の選定、施工計画、資機材調達計画、

工程計画、品質計画を立案し、適切な施工監理基準に基づく施工監理の下に工事を実施する。 

 

(1) 施工方針／調達方針 

①本計画で施工する施設は、「アンス・ラ・レイ水産施設整備計画」において整備された陸上施

設を海岸侵食による被害から防護するための土木施設である。 

②既に短期対策工事として、水産複合棟とベンダーズ・アーケード前面に防護工が施工されてお

り、これらの資材を効果的に転用することにより、工費の低減、工期の短縮を図りつつ、短期

対策工事で課題とされた景観上、利用上の問題点の解決を図る。 

③「セ」国内で調達可能な建設資機材による施工を基本とする。 

④本計画の工期は入札後約 3ヶ月が必要である。 

 

(2) 施工上／調達上の留意事項 

①工事許可の取得 

S/W協議終了後速やかに、簡易手続きの適用を要請する。 

②近隣活動への影響 

施工期間は観光のオフシーズンではあるが、毎週金曜日はフィッシュフライデーが開催され

ている。また、施工中は、海浜での漁業活動に影響を与えることから、水産局、近隣関係者と

密な連絡を取り、円滑な現場運営を行う。 

③ハリケーン 

本格的なハリケーン・シーズンに入る 9月前半までに施工を完了する。 

 

(3) 施工監理計画／調達監理計画 

コンサルタントは、工事現場に十分な経験を有する常駐監理者を派遣し、工事監理、連絡を

行う。 

工事進捗に併せて、検査、施工指導を行う。 

 

1) 監理方針 

①両国関係機関、担当者と密接な連絡、報告を行い、実施工程に基づく遅滞のない施設の完成を

目指す。 

②設計図書に合致した施設建設のため、施工関係者に対して迅速かつ適切な指導及び助言を行う。 

③可能な限り現地資材による現地工法の採用を優先させる。 

④施設完成後の保守管理に対し、適切な助言と指導を行い円滑な運営を促す。 

 

2) 施工監理／調達監理業務 

①工事契約に関する協力 

JICAによる工事施工業者の選定、工事契約を補助する。 

②施工図等の検査及び確認 

施工業者から提出される施工図、材料等の検査を行う。 
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③検査立会、工事の指導 

施工中、必要に応じて各出来形に対する検査を行い、施工業者を指導する。 

また、施工状況に応じて、施工計画及び工程について検討、施工業者を指導する。 

JICA及び水産局へ、工事進捗状況の報告等を行う。 

 

(4) 品質管理計画 

本工事の品質管理は、漁港工事共通仕様書及び港湾工事共通仕様書に基づいて行う。 

 

(5) 資機材調達計画 

本工事に必要な主要資材及び建設機械は次のとおりである。 

 

1) 主要資材 

①捨石 100～200kg（短期対策工事による捨石を転用するとともに不足分を購入によって賄う） 

②養浜砂（アンスラレイ海浜で採取する） 

③捨石 400～500kg（「セ」国内で購入によって賄う） 

 

2) 建設機械 

①バックホウ（1.0m3） 

②ダンプトラック（10t） 

 

これら全ての資機材の調達先は現地調達を想定している。 

 

(6) 実施工程表 

実施工程表を表 4-3-5-1に示す。 

表 4-3-5-1 実施工程表 

 

 

 

 

 

 

 

  

準備・仮設工

防護工（漁具倉庫・ワークショップ前）

防護工（水産複合棟前）

防護工（ヴェンダーズ・アーケード前）

覆砂工

後片付け

M1 M2 M3
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4-3-6 事業費 

(1) 協力事業の事業費 

本計画に係る事業費は 19,760千円と見積もられる。表 4-3-6-1に内訳を示す。 

表 4-3-6-1 事業費内訳表 

工事費内訳（間接費を含む） 金額（千円） 

1) 防護工（ベンダーズ・アーケード前） 2,294 

2) 防護工（水産複合棟前） 14,086 

3) 防護工（漁具倉庫・ワークショップ前） 1,584 

4) 覆砂工（ベンダーズ・アーケード前） 1,796 

合  計 19,760 

 

(2) 積算条件 

①積算時点 ：積算時点は 2011年 10月（現地調査帰国月） 

②為替レート ：1US$=80.75円、1EC$=30.04円 

（USレート：2011年 4月～2011年 9月までの 6ヶ月間の東京三菱 UFJ銀行 TTS平均レート） 

（ECレート：1EC$=US$2.6882、固定レート） 

 

4-3-7 協力事業実施に当たっての留意事項 

中期対策の協力事業を実施する際には、以下の点に留意する必要がある。 

①中期対策では短期対策の防護機能を強化するが、地盤標高が低いことから 30年確率波等の

異常気象時の来襲波による脅威は解消しない。但し、30年確率波の遡上により水産施設建

物の洗掘や不等沈下は防護される。 

②砂浜環境が水産施設機能を構成しているため、砂浜環境を一部回復させている。特にベン

ダーズ・アーケード前は覆砂し汀線を 5m前進させる対応をした。砂浜は絶えず変動するこ

とから、汀線が後退する状況が発生する可能性は否定できない。汀線の後退が発生した場

合は、砂の維持補給が必要になる。 

③中期対策工事完了時点から砂浜は急速に平衡勾配に遷移する。ある程度安定した前浜勾配

が維持された段階で深浅測量を実施し、砂の維持補給等に資する基礎データを入手するこ

とが必要である。 

④中期対策工事完了後 10年程度は汀線が前進する状況に至る。この間の汀線の変動状況を定

点観測及び定期的な深浅測量の実施によって把握することが中期対策の効果の把握及び長

期対策の検討に資するためにも必要である。 

⑤中期対策施設の機能を維持していくには施設の維持管理が不可欠である。水産複合棟前浜

に設置した捨石先端部はハリケーン等の異常気象時来襲波によって捨石が逸散した場合に

は天端高及び天端幅を保持する必要があり捨石の補充が必要になる。また、ベンダーズ・

アーケード前面の覆砂工では覆砂工の天端高さの維持が必要であり、適宜の維持覆砂が必

要である。 
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4-4 長期対策案の提言 

4-4-1 長期対策代案の抽出と選択 

4-2-2 で長期対策案の検討の目的を、「砂浜環境を含めた水産施設機能を防護し、異常気象

時の来襲波浪からの脅威を取り除く」とした。表 4-2-2-1 に長期対策の基本的な考え方を整理

している。表 4-2-3-1 には長期対策上の課題を示している。これらを踏まえると、長期対策の

代案は大きく次の二つに分かれる。 

①回復した汀線と後浜を維持し、自然海浜景観を守ることによって長期対策の目的を達成す

る案（養浜工案） 

②一端は回復した海浜ではあるが、侵食性の海岸に回帰するので沖合において波浪制御装置

を整備し回復した海浜を維持していく案（波浪制御案） 

 

異常気象時（30年確率波）の来襲波浪による脅威は後浜高が遡上高より低いことである。脅

威の解消は 30年確率波による遡上の影響を軽減することである。その対策としては上述の 2案

が考えられる。そこで各代案を検討する前に遡上高を計算しておく。 

 

(1) 異常気象時の遡上高 

波浪の来襲時に波浪が遡上する高さは、「海岸保全施設の技術上の規準・同解説」により、

複雑な海浜断面を有する海岸への波の打ち上げ高の評価に広く使われている改良仮想勾配法に

よって算定する。その算定図表及び計画地の海浜の断面をそれぞれ図 4-4-1-1、図 4-4-1-2 に

示す。その計算は波の打ち上げ高 R を仮定して改良仮想勾配を算定し、求められた波の打ち上

げ高と仮定した波の打ち上げ高が一致するまで繰り返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 出典：｢海岸保全施設の技術上の規準・同解説」 

図 4-4-1-1 改良仮想勾配法による波の打ち上げ高算定図 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1-2 計画地の海浜断面の概要 

仮想砂浜面(既存
海浜勾配の延長）

hb

R

hb

MSL+1.5～1.1
現地盤高

α 
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計算条件を以下に示す。 

 

(a)波浪、潮位条件 

波浪変形計算結果は 4-3-2 に示している 30 年確率波の波浪諸元を用いる。潮位については、

略最高潮位（M.S.L.+0.23m）に、高潮の最大潮位偏差（+0.79m）を加えた、M.S.L.+1.02mとし、

波形勾配（Ho'/Lo）は、2.99／224≒0.0133、砕波水深（Hb）は、図 4-4-1-3に示す砕波帯内の

波高算定図を用いて、波高のピークがある地点の水深波高比（h／Ho'）≒1.5をもとに 4.5mと

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1-3 砕波帯内の波高算定図 
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(b) 海底条件 

海底勾配条件を図 4-4-1-4 に示す（水深は平均水面からの値で示す）。図 4-4-1-1 に示す改

良仮想勾配法によれば、水深-5～+2m間における仮想海底勾配は 1/30になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1-4 海底地形図 

(c) 計算結果 

①現況 

打ち上げ高の算定図（下図）を用いると、Ｒ／Ho'＝0.46 程度となる。これから、R＝

2.99*0.46+1.02=2.40（m）となる。後浜地盤高が+1.5m であるから、打ち上げ高との差が脅威

になる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1-5 打ち上げ高の算定 

(2) 養浜工案 

中期対策のところで述べたように、後浜高が MSL+1.5m以上であれば年数回波の遡上による影

響は軽減できるが、30 年確率波来襲時の遡上高は MSL+2.4m であり後浜高 MSL+1.5m（地盤高）

では不十分である。この脅威を解消するには十分に広い後浜幅が必要になる。中期対策では年

数回波の遡上に対抗できるように後浜高を MSL+1.5m で整備することとした。 

一方、アンス・ラ・レイ湾の海岸は今後 10 年程度で水産施設前浜は 2011 年 9 月の汀線から
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12m程度前進すると予測されている。その後は年平均 60cmの侵食海岸に回帰することから、2011

年 9月の汀線に戻るのは単純計算で 20年かかることになる。もちろん、今回発生したような長

期間にわたる長周期波浪が継続するような状況では、その速度は速くなる。 

 

養浜工案は前進した汀線を維持し、かつ 30年確率波来襲時の脅威を解消するために、後浜高

を MSL+1.5m 以上、後浜幅を 30 年確率波による遡上高の脅威を軽減できる広さに整備・維持す

る案である。後浜幅は広いほど良いが、ここで留意しなければならないのは桟橋の接岸機能の

維持である。汀線が 12m 程度前進した場合、浜の平衡断面勾配から判断すると桟橋の接岸機能

には影響を与えない。したがって、養浜工案は中期対策実施後、出来るだけ早期に汀線を 12m

前進させ、後浜高を MSL+1.5m以上に整備することになる。 

第 3章に示したように中期対策が実施された（2012年 9月覆砂工投入）後、養浜工に関する

1 年程度の汀線の前進に関する所要の調査が実施され、2年後に養浜工が投入される場合（中期

対策実施後 3年後）はシミュレーション結果では汀線は約 8m前進していることになる。 

ちなみに、4-3-3 断面設計のところで検討したように養浜材として現在の浜の粒径と同様程

度のものを調達すると考えると、養浜土量は以下の式で算出できる。 

V=WB + (3/5W5/3ANAF) / (AF
3/2-AN

3/2)2/3 

ここに、W：覆砂工の天端幅（12m、但し、8m は前進していることから 5m 前進分の天端幅と

想定）、B：覆砂工の天端高（1.5m）、Dc：移動限界水深(5m)、AF、AN：表 4-3-3-1 から求まる

値、移動限界水深は第 3章に示されたように 5mと設定する。 

 

したがって、養浜土量は中期対策でベンダーズ・アーケード前浜に投入した断面当たりの覆

砂量とほぼ同じ養浜工土量を投入すれば済むことになる。すなわち、16.28m3/mX300m＝4,884m3、

これに割増率及び施工ロス分を見込むと 7,326m3の養浜工土量が調達できればよいことになる。 

図 4-4-1-6 は養浜工の想定断面図を示している。また、表 4-4-1-1 は養浜工案の概算工費を

示している。養浜工案は後述する波浪制御案より安価である。しかしながら、もともと侵食性

の海岸であるから維持養浜が不可欠である。養浜工整備が終了した段階では年間平均 60cmの後

退期になるため、浜の決壊分、すなわち、浜の断面積を 5m3/mとすると 5m3/m X 0.6m/m X 300m 

= 900m3/year 割増 25%、施工ロス 20%を見込んで 1,350m3/yearの維持養浜土量が発生する。 
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図 4-4-1-6 養浜工案の想定断面図 

表 4-4-1-1 養浜工案の概算工事費        表 4-4-1-2 養浜工の年間維持費 

工事費内訳（間接費含む） 金額（千円）  工事費内訳（間接費含む） 金額（千円） 

 養浜砂（輸入） 42,000   養浜砂（輸入） 8,000 

 養浜砂輸送 19,000   養浜砂輸送 4,000 

 養浜砂投入・均し 2,000   養浜砂投入・均し 500 

合  計 63,000  合  計 12,500 

 

(3) 波浪制御案 

波浪制御方法は、防波護岸と離岸堤や潜堤による波浪制御方法が適当と考えられる。防波護

岸の場合は後浜地盤高が MSL+1.5mで波の遡上高が MSL+2.40mであること、並びに背後施設への

越波を防ぐ必要があることから大規模な構造物とする必要がある。更に、漁船は海浜への引き

上げ保管をしているため、護岸の一部に斜路を構築し漁船の保管場所を確保しなければならな

い。背後市街地への波の遡上を阻止することが必要であることから、斜路部分の防波護岸に開

閉式の扉の設置が生じる。荒天時の扉の管理が十分実施されるか懸念されるところで、荒天時

に弱点を持った構造とせざるをえなくなる。したがって、海浜の前面海域で波浪を制御して、

海浜での打ち上げ高を低減する対策工が有効である。 

 

①離岸堤による打ち上げ高の軽減 

地盤高が MSL+1.5m で高潮位が M.S.L.+1.02m なので、クリアランス（R）は 0.48ｍである。

したがって、離岸堤を桟橋先端付近の水深（MSL+2.8m）に設置した場合、換算沖波波高 Ho'に

対する打ち上げ高比（Ｒ／Ho'）は 0.475であるから、換算沖波波高 Ho'が、クリアランス（R=0.48m）

を越波しないためには、換算沖波波高 Ho'を 0.475／0.48m＝0.99m 以下に、すなわち、構造物

の波高伝達率（HT’/Ho’）を 0.99m／2.8m＝0.35以下とすればよい。 

図 4-4-1-7 に示す捨石傾斜堤の波高伝達率の算定図によれば、離岸堤の天端高を潮位

（M.S.L.+1.02m）と同じとすると、B/Loが 0.05 程度で上記制御条件を満足する。したがって、

堤体天端幅（B）は B=0.05Lo となり、B=0.05x224m=11.2m となる。 

12m 

現況断面 

平衡断面（想定） 

養浜砂 

投入断面 

M.S.L. 
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出展：漁港・漁業の施設の設計の手引き 2003年版 p.51 

図 4-4-1-7 捨石傾斜堤による波高伝達率 

② 離岸堤の設置範囲と規模 

離岸堤の設置水深をもとに離岸堤の延長、開口部幅、離岸堤の設置範囲を検討する。図 4-4-1-8

は離岸堤の配置概念を示している。これによれば、防護ライン（Base Line）は水産複合施設等

の設置位置、中期対策で整備した後浜幅 10m（Design beach width: W）と設定できる。離岸堤

の設置距離（Y）は、図 4-4-1-9 から 100m-12m=88m と設定できる。離岸堤の設置水深(ds)は

MSL+2.8m－1.02m＝1.78mとなる。 

計画海浜では、常時離岸堤によってトンボロが発生する状況が生じるように離岸堤の設置位

置を設定する必要がある。一般に、離岸堤長（Ls）と設置距岸距離（Y）とには Ls/Y=0.5～0.67

程度でトンボロが発生するとされている。これらに、条件を当てはめてみると、Ls=44m～58.96m

となる。ここでは、海浜の利用性に配慮して数基の離岸堤で海浜の安定と背後陸域施設の防護

を図ることとすることから、離岸堤 1 基の延長を 60m とし、開口幅（Lg）を図 4-4-1-9 から、

Y/ds=88m/1.78m=49.4 の場合、緩やかな湾曲を期待すると、Ls/Lg>2.5 となる。したがって、

Lg=Ls/2.5＝60m/2.5=24m 以下となる。すなわち、離岸堤延長 60m、開口幅 25m の離岸堤配置と

すればよい。 

海岸線延長が約 300ｍで、そのほぼ中央部に桟橋が整備されている。無償資金協力対象施設

は桟橋を含め、北側の 160m 部分である。桟橋から漁船の操船に影響を受ける 30m 程度を離し、

120m 延長区間に 60m 延長の離岸堤 1 基、開口部 25m、30m 延長の離岸堤 1 基の計 2 基の離岸堤

を配置することとする。桟橋基部は 60m の開口部となることから、防波護岸の設置が必要とな

る。なお、南側の 140m部分も同様に汀線後退が生じており、出来れば 60m離岸堤 1基の設置が

望まれる。 

また、南北端に流入河川があり、離岸堤によるトンボロにより、河口部の閉塞が起こる可能
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性もあり、同時に河口部の導流堤の整備が必要である。図 4-4-1-10に離岸堤及び河口導流堤の

配置計画(案)を示す。以上の検討は長期対策の提言に資する検討であり、詳細な波浪条件、海

浜土砂粒径、海底勾配などの調査結果をもとに海浜の形状、離岸堤延長、開口幅、導流堤規模、

防波護岸規模などを決定する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1-8 離岸堤配置の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1-9離岸堤延長・開口部幅比と設置距岸距離と設置水深比による砂州の発生状況 
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図 4-4-1-10離岸堤・河口導流堤・防波護岸の配置計画（案） 

  

 

Ls=60m 

導流堤 防波護岸 

Ls=30m 
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③ 離岸堤概略断面 

離岸堤は桟橋先端部の設計波高から 4t/個の石材で構築するものと想定した。その断面は図

4-4-1-11に示す。 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1-11 離岸堤断面 

また、この離岸堤は陸上から仮設道路を建設して、クレーンを使用した据え付けを行うもの

とした。この据え付け作業では潜水士による投入指示、潜水士による荒均しを考慮している。 

 

④ 概算費用 

図 4-4-1-10の配置計画案の概算費用の内、北側海浜のみ整備する場合を表 4-4-1-3、湾全域

を整備する場合を表 4-4-1-4 に示す。この概算費用は間接費を含む工事費として示したもので

ある。このうち、直接仮設は主に離岸堤設置工事に必要な仮設道路に関する費用で、2 本の離

岸堤それぞれの設置工事には仮設道路の敷設と撤去が含まれる。また、離岸堤建設のために必

要な石材はその安定のためには概ね 4t/個程度が必要であり、この石材はセントルシア島南部

で調達するものとした。施工は全て仮設道からの陸上施工とした。なお、この費用には設計・

施工監理費用は含まれない。 

表 4-4-1-3 概算工事費（北側のみ整備）   表 4-4-1-4 概算工事費（湾全域整備） 

工事費内訳（間接費含む） 金額（千円）  工事費内訳（間接費含む） 金額（千円） 

離岸堤①（L=60m） 111,000  離岸堤①（L=60m） 111,000 

離岸堤②(L=30m) 56,000  離岸堤②(L=30m) 56,000 

導流堤(L=20m) 8,000  導流堤①(L=20m) 8,000 

防波護岸(L=10m) 10,000  防波護岸①(L=10m) 10,000 

直接仮設 177,000  離岸堤③（L=60m） 111,000 

合  計 362,000  導流堤②(L=20m) 8,000 

   防波護岸②(L=10m) 10,000 

   直接仮設 265,500 

   合  計 579,500 

 

MSL+0.5

11.5

1: 2 1: 1.5

MSL+2.0
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4-4-2 長期対策案の提言 

4-4-1 に長期対策案として①養浜工案と②波浪制御案の 2 つを示した。両案の特長は以下の

ようになる。 

①養浜工案の場合は、アンス・ラ・レイ湾のポケットビーチ形状の景観が維持される。 

②波浪制御案の場合は、ポケットビーチ形状の景観が変化する。 

 

水産施設機能としては、ポケットビーチ形状の景観に変化はあるものの両案とも同様である。

養浜工案は初期コストが波浪制御案に比して安価ではあるが、ビーチ形状の維持のための費用

が継続的に必要となる。継続的な維持費用については今後の詳細な調査を待たなければならな

いが、毎年 60cmの汀線後退に回帰することから、海浜断面積を 5m2と仮定すると 5m2X0.6mX300m

＝900m3/年 割増率を 25%として≒1,200m3/年の維持養浜が必要であると考えられる。もちろん、

養浜材の粒径によって維持養浜量は変化する。 

長期対策案の選択には、①アンス・ラ・レイ地域の上位構想、②海岸線の漁船利用、③観光

資源としての海岸線の役割、④海岸線の漁業利用、など総合的な視点から判断する必要がある。

表 4-4-2-1 は両案の中・長期対策案検討の前提条件への対応性を整理したものである。長期対

策案の選択では表 4-4-2-1 に示した対応性と第 3 章で述べたように、出来るだけ自然性の対応

を図ることが必要であることを勘案して判断すべきと言える。 
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表 4-4-2-1 中・長期対策案検討の前提条件と長期対策案の対応性 

中・長期対策検討の前提条件 養浜工案 波浪制御案 

(1)上位計画に

よる前提 

 

ア）水際線の再開発 

① ベンダーズ・アーケ

ードの充実 

② Entertainment 

Center の再整備 

③ 砂浜の保全 

④ 砂浜施設の整備 

⑤ ボードウｵークの整

備 

イ）漁村の改良 

 ・接岸機能の拡充 

 ・給油施設の整備 

ウ）自然海浜の保全（南

側海浜） 

・自然砂浜景観が保持され

る 

・幅広い後浜幅が確保でき

るため砂浜施設の整備が

しやすくなる 

 

・汀線が前進しすぎた場合

には桟橋の接岸機能に一

部支障がでる可能性があ

る 

・自然海浜を保持するには

維持養浜が不可欠である 

・砂浜形状は変化する 

・沖合での波浪制御に

より漁船の接岸機

能は向上する 

 

・人工的な景観が創出

されるため、砂浜施

設の整備では景観

の統一性に配慮が

必要である 

・維持養浜は必要ない 

(2)海岸線の漁

船利用による

前提 

ア）ベンダーズ・アーケ

ード前の漁船揚陸機

能の保持 

・漁船揚陸機能は保持され

る 

・漁船の砂浜へのアクセス

が容易である 

・漁船揚陸機能は保持

される 

・漁船の砂浜へのアク

セスの操船性が悪

い 

(3)水産複合棟

移転先が困難

であることの

前提 

ア）水産複合棟が存在す

る 

・十分な前浜幅が確保され

ることから洗掘の脅威は

解消する 

・沖合での波浪制御に

より前浜が安定す

るため洗掘の脅威

は解消する 

(4)観光資源と

しての海岸線

の役割による

前提 

ア）海岸線形状の保持 

イ）日光浴のできる海浜

の整備 

・幅広い後浜が形成され、

海岸線形状も保持される 

・海岸線形状が変化す

る 

 

(5)海岸線の漁

業活動利用に

よる前提 

ア）砂浜海岸の保持（地

引網漁の利用） 

・地引網漁が継続利用可能

である 

・沖合離岸堤により地

引網漁がしにくく

なる 
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第 5章 中期対策の実施 

5-1 中期対策に係る S/W協議 

5-1-1 中期対策に係る S/W協議日程 

 中期対策に係る S/W協議は、インテリムレポートの説明・協議を実施したのちに S/W案の説明・

協議を経て、S/Wが締結された。S/W調査は、表 5-1-1-1に示した調査日程で実施した。表 5-1-1-2

は、調査日程期間中に面談したメンバー・リストを示している。 

表 5-1-1-1 調査日程 

日

順 
月日 

松浦榮一 

業務主任/港湾土木 

1 2012/6/30 土 成田 JL006(11:20)→(10:20)JFK AA2035(14:25)→(17:55)マイアミ 

2 2012/7/01 日 
マイアミ AA2297(10:15)→(14:35)セントルシア 

現地踏査 

3 2012/7/02 月 
IT/R説明・協議及び S/W案の説明・協議 

現地踏査 

4 2012/7/03 火 
現地踏査 

S/W調印 

5 2012/7/04 水 DCA資料提供、業者状況調査 

6 2012/7/05 木 業者状況調査 

7 2012/7/06 金 現地踏査 

8 2012/7/07 土 調査取り纏め 

9 2012/7/08 日 調査取り纏め 

10 2012/7/09 月 開発許可状況確認、現地踏査 

11 2012/7/10 火 開発許可状況確認、現地踏査 

12 2012/7/11 水 開発許可状況確認、JICAセントルシア支所報告 

13 2012/7/12 木 
セントルシア AA4895(7:48)→(09:40)サンファン

AA1416(14:10)→(18:15)ニューヨーク 

14 2012/7/13 金 ニューヨーク JL005(13:25)→ 

15 2012/7/14 土 成田(16:25) 
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表 5-1-1-2 面談者リスト 

Name of attendants Position and Affiliation 

Mr. Hubert Emmanuel 

Permanent Secretary 

Ministry of Agriculture, Food Production, Fisheries and Rural 

Development 

Ms. Sarah N, George 

Chief Fisheries Officer 

Ministry of Agriculture, Food Production, Fisheries and Rural 

Development 

Mr. Augustin Poyotte 
Chief Architect 

Ministry of Physical Development 

Mr. David Desir DCA/ Ministry of Physical Development. 

Ms. Judith Ephraim Ministry of Sustainable Development 

Ms. Petronila Polius 
Fisheries Extension Officer 

Fisheries Dept. 

Ms. Sarita Williams-Peter 
Biologist 

Fisheries Dept. 

Ms. Sherkina Innocent 
Fisheries officer 

Fisheries Dept. 

Ms. Stephia Gusteve 
Fisheries officer 

Fisheries Dept. 

Mr. Nariaki Mikuni JICA Expert 

Mr. Kyouhei Mizutani Resident Representative of JICA St. Lucia Office 

Mr. Hiroshi Izaki  Team Leader of S/W mission 

Mr. Naoki Mine Cooperation Planning of S/W mission 

Mr. Eiichi Matsuura Chief Consultant / ECOH CORPORATION 
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5-1-2 IT/Rの説明・協議結果 

5-1-2-1 中期対策（案）に関する質疑内容 

 IT/Rの内容説明後、以下のような質疑が行われた。 

（１）中期対策（案）内容は了解された。 

（２）中期対策（案）の使用覆砂材に関し、「セ」国他所で粒径・比重の違う材料をして安定しな

かった例があったが、中期対策（案）では湾内の南側海浜の砂を流用する計画であり、指摘の

ような不具合は発生しないことを説明し理解を得た。 

（３）ベンダーズ・アーケード前の捨石工が露出した場合、船底損傷など発生する可能性があり、

捨石表面を平滑敷設することと、覆土する前に供与済み船揚げ用スライダーを使用した船揚げ

訓練を実施したいとの申し入れがあり、了解した。 

（４）中期対策（案）により、漁民の南北移動が可能となる点の理解を得た。また、水産複合棟

前浜に設置する消波堤による海浜景観変化について、理解を得られた。 

 

5-1-2-2 DCAによる開発許可に関する質疑内容 

 DCA担当者から IT/Rではなく、①中期対策（案）の概要書、②交通計画、③中期対策（案）に

係る図面の準備を要請された。 

（１）あらかじめ用意しておいた Proposal of Middle-Term Countermeasures を提示し、内容的

に不足がないことを確認した。 

（２）Chief Architectから市街地に対する交通計画の提示が必要であるとの指摘があり、短期

対策で提示した内容と同じ工種であることから流用できることを説明した。 

（３）DCA担当者に対し、①中期対策（案）として Proposal of Middle-Term Countermeasures

を、②中期対策の入札用図面、③完成予想図、及び④交通計画を「セ」国申請方式に沿ってイ

ンターネットメールで提出した。 

（４）DCAによる開発許可の進捗状況は、水産局長がチェックすることとなった。なお、DCA審査

委員には今回から Chief Architectが参画している。 

 

5-1-3  長期対策の提言に関する質疑内容 

 アンス・ラ・レイ湾における長期的な海岸過程から、現在の汀線の前進過程が終了すると、何

らかの土砂供給が発生しない限り浸食性の海岸に戻るため、長期対策（案）としては以下の 2案

が提案できることを説明し、以下のような理解を得た。 

（１）養浜工（案） 

 ①IT/Rに基づいて養浜工（案）を確定するには中期対策（案）を実施した後、海岸線のモニタ

リング調査の実施が適切な養浜工（案）を導出できることから重要であることを指摘し、理解

を得た。 

 ②養浜工（案）では、海岸線の保持のためには毎年の維持養浜が必要であることを指摘し、理

解を得た。 

（２）離岸堤（案） 

 ①景観あるいは環境面から離岸堤を導入したくない意向であった。 
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5-1-4 S/W（案）の説明・協議結果 

 S/W（案）を説明し、以下に示す質疑と理解を得た。 

 

5-1-4-1 「セ」国負担事項 

（１）S/Wの第 4項「セ」国負担事項に関する、（３）工事期間中の施設の利用制限等に係る漁民

説明・理解、（５）工事用資材や機材の保管スペースの確保及び（６）工事用資材や機の陸揚げに

係る陸揚げ・運搬及び関税の負担、に関し質問があった。 

（２）うち、（３）及び（５）に関しては中期対策（案）及び中期対策（案）の提言及び DCAへの

書類内容などで「セ」国負担事項であることの理解を得た。 

（３）（６）に関しては定型記載事項であり、今回は内国材のみで実施されるので問題は発生しな

いことを三国専門家が指摘し、理解を得られた。 

（４）その他、本年 10月に実施予定の VATに関しても内国税に関しては免除という理解の中に入

ることで理解を得た。 

 

5-1-4-2 JICA実施事項 

 5-1-4-1（３）で説明したようにベンダーズ・アーケード前の捨石に対し覆土前に漁船引揚が可

能であるか確認することを日本側（JICA）実施事項として追記要請があり了解し、S/W に反映し

た。 

 

5-1-4-3 S/W署名時の指摘事項 

 井崎チームリーダーから①中期対策の実施に係る DCA の開発許可の取得をできるだけ早期にす

ること、②長期対策に関しては「セ」国で実施すること、③中期対策工事に関し最善の支援をお

願いすることを指摘し、理解を得たうえで 2012年 7月 3日に S/Wが締結された。 

 

5-1-5  S/W時の海岸状況と中期対策との関係（考察） 

 S/Wの海岸状況と中期対策との関係を整理すると、以下のような点が指摘できる。 

（１）汀線の前進状況（汀線は前進している） 

FU 調査開始時の地形・深浅測量調査及び海岸の回復傾向確認のための追加調査の同様調査を

経て、アンス・ラ・レイ湾の海浜は回復傾向にあることを確認している。SW 調査段階では海

浜は回復途上にあり、明らかに汀線は前進傾向を示している。桟橋の南北で汀線の前進速度

が違っており、南側海浜の前進が北側海浜に比して大きくなっている。これは、南側河口部

の流下土砂堆積域からの漂砂が南から北に向かっているためである。IT/R に示したように、

今後 5年程度で 2011 年 9月の汀線に対し平均で１２ｍ前進することになる。 

（２）ベンダーズ・アーケード前面の海浜状況（人為的な汀線促進支援が必要） 

ベンダーズ・アーケード前面の海浜は、追加調査時点より汀線は前進している。しかしなが

ら、その前進量はその他の海浜部と比べると遅れている。この原因は、桟橋基部保護捨石工

により北進する漂砂がはばまれているためと考えられる。中期対策では、覆砂工によって人

為的に汀線を前進させ漂砂の流動性を高める方策を実施する。このことにより、アンス・ラ・

レイ湾全体の海岸汀線がそろって前進することになり、湾全体の海岸汀線形状が等しく形成

されることになると期待される。 
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（３）水産複合棟前面の捨石状況（長期的視点からの対応） 

水産複合棟前面の浸食対策捨石工は、汀線付近が汀線の前進に合わせて、その形状を崩して

いるが、打ち上げ土砂の位置から見て消波機能と海岸浸食防護機能は有効に機能している。

中期対策では、海浜の前進傾向を受けて現在の汀線付近に消波堤として５００ｋｇ程度の捨

石を敷設することとしている。この消波堤によって遡上波の減殺が行われるため、背後捨石

本体工は海岸浸食防護機能の役割は終了したと言える。しかしながら、アンス・ラ・レイ湾

の海岸は本来浸食性の海岸であり、浸食性海岸に戻った場合に備えて捨石本体工を埋設敷設

することとし、「セ」国側の理解を得ている。 

（４）漁具倉庫等前面の海浜状況（冬季の長周期波浪の影響軽減） 

漁具倉庫、ワークショップ、トイレ等北側海浜は後浜幅も 2011年 9月の幅以上を維持し、浜

崖の発達状況から更に前進する傾向が伺える。中期対策では、冬季の長周期波浪による遡上

波による建物基礎の洗掘を防護するために、ベンダーズ・アーケード前に埋設敷設する捨石

工と同じ措置をする。 

（５）南側海浜の前進状況（南側海浜は更に前進する傾向） 

南側海浜は、河口前面の堆積土砂を供給源とする北向きの漂砂によって大きく前進している。

堆積土砂は未だ相当量が残っており、南側汀線を前進させる可能性がある。北側海浜の汀線

と南側海浜の汀線がそろった時点で湾全体の汀線の前進が考えられるが、それまでは南側海

浜は更に前進するものと考えられる。IT/Rでは 18ｍまで前進すると予測している。 

（６）中期対策の覆砂材供給箇所の状況（覆砂材の採取可能性） 

中期対策では、ベンダーズ・アーケード前浜に覆砂し人為的に汀線を前進させることとして

いる。その覆砂材は、南側海浜の河口部及びその周辺に形成された浜崖部の土砂を期待して

いる。この場所はかなりな規模の浜崖が形成され、今後もその傾向は継続すると考えられる。

そのため、ここの土砂を 1300m3程度ベンダーズ・アーケード前面に移動させることは可能と

判断できる。なお、工事開始時期が大幅に遅れる場合は、南側海浜の汀線の前進及び後浜部

の安定状況によっては、北側河川河口部から覆砂材を採取することも検討する必要がある。 

 

5-2 中期対策に係る入札支援 

 S/W の締結を受け入札段階に移行することになる。以下は入札支援及び施工監理に関する実施

状況である。 

 

5-2-1 入札方式 

 入札は JICAドミニカ共和国事務所が指名競争入札により実施された。 

 

5-2-2 入札図書類の作成 

 入札図書類(案)を JICAドミニカ共和国事務所に提供した。 
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5-2-3 工事対象業者リスト 

 「セ」国内で本工事のような海岸工事実施可能業者は、以下の 5社が想定される。 

表 5-2-3-1 「セ」国内における海岸工事実施可能業者リスト 

Company Name Contact 

Person 

Contact 

Number 

Business 

Address 

Email Address 

C. O. Williams Group 

of Companies 

Mr. Ossie 

Mohammed 

758-452-0094 Bois 

D'Orange, 

Box 1485 

Castries, St. 

Luica 

omohammed@cowstlucia.com  

Construction & 

Industrial Equipment 

Ltd 

Mr. 

Rayneau 

Gajadhar 

758-450-1087 

/712-4600 

Corinth Main 

Rd, Box GM 

652, 

Castries, St. 

Lucia 

info@cie-rgltd.com 

 O B Sadoo 

Engineering Services 

Ltd in St Lucia 

Mr. Owen 

Sadoo 

758-451-5087 

/ 719-9720 

Cul De Sac,  

Box BJ 

0010, 

Castries, St. 

Lucia 

owensadoo@hotmail.com 

Takao & Sons 

Electrical-Mechanical 

and Engineering 

Contractors Ltd 

Mr. Felipe 

M Jimenez 

Kawashiro 

758-723-2280 

/ 

767-613-1333 

Black Bay, P. 

O. Box 514 

Vieux Fort, 

St. Lucia 

takao-ka-intl@hotmail.com 

Jamecob's Quality 

Construction Ltd 

Mr. Vaughn 

Charles 

758-458-2197 

/ 717-6290 

Cul de Sac, 

Box RB2401 

Rodney Bay, 

Gros Islet, 

St. Lucia 

vaughn.charles@gmail.com 

（注）Takao & Sons Electrical-Mechanical and Engineering Constructors Ltd は短期対策工

事を実施している。 

  

mailto:omohammed@cowstlucia.com
mailto:info@cie-rgltd.com
mailto:owensadoo@hotmail.com
mailto:takao-ka-intl@hotmail.com
http://s2.stluciayp.com/St-Lucia/Jamecobs-Quality-Construction-Ltd/profile
http://s2.stluciayp.com/St-Lucia/Jamecobs-Quality-Construction-Ltd/profile
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5-2-4 入札資格及び契約条件等 

 「セ」国業者は手持ち工事が潤沢であり、できるだけ早期に着工する必要がある本件では、

以下のような入札資格条件（PQ）を十分検討する必要がある。 

 

（１）前 2年間の完工工事額 

「セ」国では上述の 5社のうち、大手２社（C. O. Williams Group of Companies、Construction 

& Industrial Equipment Ltd）以外は完工工事額が年によって大きく変動する。PQ 条件の一

つである前 2年間の完工工事額については、中期対策工事額相当として年間 J\10,000,000以

上の工事を実施した年があれば応募資格ありとするなど緩和すべきと考える。 

（２）図書配布対価 

図書の配布対価として、日本国内の無償案件では 3 万円程度を図書配布単価としているが、

本件工事額は 2 千万円と小規模工事であることから、1 万円（300EC$あるいは 100US$）程度

が適当と思われる。なお、この対価は図書配布料であり、配布図書は入札時あるいは非入札

の場合の返還を義務付けることになる。 

（３）Performance Security と Advance Payment Security 

通常、落札業者には Performance Security として契約金額の 10%（例えば、1.5 千万円で落

札した場合、150万円の差し入れを要求することになる）が義務付けられる。 また、Advance 

Payment Securityとして工事保険加入も義務付けられる。「セ」国業者にとってはかなりな負

担を強いられることになる。 

（４）支払い条件 

短期間での工事であり、通常の４、３，２，１のルールでは完工工事の切り分けが難しいこ

とと、（３）の負担などのため、着工時 7割、完工時 3割など支払い条件を検討する必要があ

る。 

（５）日本国の無償工事の経験を条件に入れるか 

無償案件の場合は一括請負契約であり、完工後 1 年間の瑕疵担保期間を要求され業者負担が

大きい。したがって、日本国無償案件での経験が工事下請を含め経験があることが工事の進

捗に寄与することになるため、下請け工事を含め日本国の無償工事案件の経験を条件に入れ

る必要がある。 

 

5-2-5 入札スケジュール 

 DCAによる開発許可証の入手後、入札が実施された。DCAによる開発許可証の入手が 2012年 11

月 7 日となったため、JICA ドミニカ共和国事務所による入札は表 5-2-5-1に示す日程で実施され

た。  
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表 5-2-5-1 入札日程表 

日

数 
月日 内容 

コンサルタント（入札支援） 

松浦榮一（業務主任/港湾土木） 

1 2012/11/29 木 Invitation / 入札図書配布／質問受付  

2 2012/11/30 金 入札図書配布  

3 2012/12/01 土   

4 2012/12/02 日  移動 

5 2012/12/03 月  移動 

6 2012/12/04 火 入札図書質問締め切り 入札支援 

7 2012/12/05 水  入札支援 

8 2012/12/06 木  入札支援 

9 2012/12/07 金 入札図書質問への回答 入札支援 

10 2012/12/08 土  入札支援 

11 2012/12/09 日  入札支援 

12 2012/12/10 月 入札図書質問への回答 入札支援 

13 2012/12/11 火  入札支援 

14 2012/12/12 水  入札支援 

15 2012/12/13 木  入札支援 

16 2012/12/14 金 PQ 審査終了（PQ 合格者は入札会参加資格

保有）） 

入札会（14:00＠水産局会議室） 

入札支援 

17 2012/12/15 土 応札書類精査 入札支援 

18 2012/12/16 日 応札書類精査 入札支援 

19 2012/12/17 月 クラリフィケーション 入札支援 

20 2012/12/18 火 入札評価確定、契約交渉 入札支援 

21 2012/12/19 水 契約交渉、アワード発出 入札支援/移動 

22 2012/12/20 木 契約書作成 移動 

23 2012/12/21 金 契約、着工指示書送付 移動 

 

5-2-6 入札結果 

 表 5-2-3-1「セ」国内における海岸工事実施可能業者リストをもとに 5社に指名競争入札通知

が発出され、4社が応札をした。4社とも応札書類等が適切であったため、2012年 12月 14日午

後 2 時から水産局会議室で入札会を実施した。最低価格を提示した C.O.WILLIAMS Group of 

Companies社が交渉権第一位となり契約交渉の結果、同社を契約業者と決定し、2012年 12月 20

日に契約を締結した。 
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表 5-2-6-1 入札結果 

交渉権順位 業者名 応札額(US$) 

1 C.O.William Group of Companies 181,347.32 

2 Takao & Sons Electrical-Mechanical and Engineering Contractors Ltd 187,570.78 

3 Construction & Industrial Equipment Ltd 454,121.09 

4 O.B. Sadoo Engineering Service Ltd 906,294.86 

 

5-3 中期対策に係る施工監理 

5-3-1 工事概要 

 （１） 工事名 

  セントルシア国アンス・ラ・レイ水産施設整備計画に係るフォローアップ協力（第 2年次） 

（２） 発注者 

JICA ドミニカ共和国事務所 

 （３）コンサルタント 

     株式会社 エコー 

 （４）施工業者 

     C.O. Williams Group of Companies 

 （５）工期 

     2013年 1月 14日～2013年 3月 27日 

 （６）主要工事内容 

    1.仮設工事 

    仮設道路 ：300m 

    桟橋基部南側排水路の保護 ：25m  

    桟橋基部北側排水管設置 ： 6m 

    安全対策 ：1式 

    機材運搬 ：1式 

   2.ベンダーズ・アーケード前の捨石工 ：  

延長 48m、捨石工（100～200kg）87m3 

   3.水産事務所前の捨石工： 

延長 30m、 

     捨石工（100～200kg）184m3 

     捨石工（500kg）123m3  

   4.漁具倉庫前の捨石工 ： 

    延長 76m、捨石工（100～200kg）137m3 

   5.ベンダーズ・アーケード前の盛り砂工 ： 

     盛り砂掘削 977m3 

     盛り砂運搬及び敷均し 1,173m3  
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5-3-2 施工監理 

 2013年 1月 14日に工事開始前の測量調査を実施し、工事着工となった。2013年 3月 15日に現

場において工事完成検査を実施し、その後の測量調査を行い、2013 年 3 月 21 日に完工した。施

工監理として、（１）工程管理、（２）品質／出来形管理、（３）安全管理を以下に示す。 

 

（１）工程管理 

 表 5-3-2-1に工程管理を示す。 

表 5-3-2-1 工程管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）品質／出来形管理 

 2013 年 3 月 15 日の完成検査前に、漁具倉庫前の捨石敷設、水産複合棟前の捨石の敷設及び覆

砂、ベンダーズ・アーケード前の捨石の敷設及び覆砂の出来形検査を実施した。 

（３）安全管理 

 現場の 2 ケ所に工事期間及び工事範囲を示した掲示板を設置した。また工事箇所周辺には注意

を促す黄色いテープを張って工事を実施した。 工事車輌等の入り口にはガードマンを配備した。 

（４）月例会議 

 施主(JICA)、水産局、コンサルタント及び施工業者による月例会議を実施した。 

（５）軽微な設計変更 

 漁具倉庫 1の北側を掘削した所、地下約 1mの位置に地下埋設ケーブルを発見した。この地下埋

設ケーブルは約 10m の位置で、漁具倉庫 1 のフェンス内の分電ボックスに込まれている。地下埋

設ケーブルを傷つけないために、北側約 10m区間を海側に 1mシフトして、掘削、石の敷設を行っ

た。 

（６）主な設計変更 

 なし 
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（７）工事完成写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-3-2-1  漁具倉庫前浜の完工状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-3-2-2  水産複合棟前浜の完工状況(1) 
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写真 5-3-2-3  漁具倉庫前浜の完工状況(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-3-2-4  ベンダーズ・アーケード前浜の完工状況 
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写真 5-3-2-5  完工時の全景（北側海浜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5-3-2-6  完工時の全景（南側海浜） 
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5-4 中期対策実施による海底・海浜地形変化 

5-4-1 海底・海浜地形変化 

（１） 等深線の変化 

アンス・ラ・レイ案では基本設計段階から 5 回の深浅及び地形測量が同じ範囲で実施されてい

る。2006 年 10 月（BD 時）の測量結果を基準に湾全体の等深線の変化を示したものが図 5-4-1-1

である。これを見ると 2006 年 10 月の等深線は南側河川河口部付近で水深１ｍ部分の張り出しが

みられるものの海岸汀線に平行な等深線を描いている。2011年 9月の等深線（赤色）ではハリケ

ーントーマスによる流下土砂による南側河川河口部前面に大きな堆積域が見られる。この堆積域

による波浪の屈折によって北側海浜の砂が南側に引きずられ、汀線の後退と海浜の沈下を生じさ

せたと考えられる。その後、時間の経過とともに堆積域からの土砂供給が始まり、2012年 1月の

フォローアップ調査の追加調査時の測量結果によると堆積域が少し小さくなり海浜に砂の供給を

し始めて、汀線の前進や後浜の形成が起こっているのが確認できた。中期対策実施後の 2013年 3

月の測量結果では汀線がさらに前進し、アンス・ラ・レイ湾の南北海浜の汀線形状は一致し、美

しい曲線を描いて、更に前進傾向を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-1-1 等深線変化状況（2006年 10月～2013年 3月） 

 

（２） 湾全体の砂移動状況 

 図 5-4-1-2 は 2006 年 10 月と 2013 年 3 月の湾全体での水深変化状況を示したものである。こ

れを見ると湾全体で堆積傾向を示しているのが理解できる。水深 6m以深は急激に水深が増加する

ため、水深 6m 以深の堆積土砂が海浜地形の回復に寄与する可能性は低い。水深 5m 以浅の堆積土

砂が主たる漂砂供給源となり汀線の前進と後浜の形成に寄与することとなる。南側河川前面の堆

積域は図 5-4-1-1の等深線でも理解できるが、まだ大きく残っており今後とも汀線の前進及び後

浜の形成に寄与すると言える。 
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図 5-4-1-2 2006年 10月と 2013年 3月の水深変化分布（等深線は 2006年 10月） 

 

（３） 汀線変化予測と中期対策実施後の汀線位置 

図 5-4-1-3は汀線の前進が遅れているベンダーズ・アーケード前浜に覆土をした場合の汀線変

化予測の結果に 2013年 3月の測量結果の汀線位置を重ねたものである。汀線変化予測の 1年後の

汀線位置と比較すると、中期対策の実施が汀線変化予測から約 6 か月後であることから、ほぼ予

測通りのスピードで汀線が前進していることが確認できた。このことから、汀線変化予測に沿っ

て汀線は前進していくものと想定できる。 
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図 5-4-1-3 汀線変化予測と中期対策実施後の汀線位置 

（黒点線が 2013年 3月の汀線） 
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5-4-2 断面地形変化状況 

 図 5-4-2-1は断面変化測線位置を示している。2006年 10月の深浅及び地形測量結果における

汀線位置を基準に、５回の測量結果による断面地形の変化を以下に解析する。なお、側線１～8

は北側河川河口部で地形変動が大きく解析対象からはずしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2-1 断面変化測線位置図 

 

（１） 北側河川河口部から漁具倉庫Ⅱ前（測線９～13） 

 この部分は北側河川の左岸堤防から南の領域で比較的海底地形変動の大きいところである。漁

具倉庫Ⅱの中央部の測線 12 の断面変化を図 5-4-2-2 に示す。2006 年 10 月の汀線位置に対し汀線

は 5m 程度前進している。汀線から沖合に 60m 地点から海底は安定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2-2 測線 12の断面地形変化 
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（２） ワークショップから漁具倉庫Ⅰ前（測線 14～17） 

 図 5-4-2-3 は漁具倉庫Ⅰの前面海岸地形の変化（測線 16）を示している。2011 年 9 月のフォ

ローアップ調査時の測量結果では後浜が若干沈下して汀線が 2006 年 10 月より数ｍだけ前進して

いる。 2012年 1月には後浜も回復し汀線は 8m程度前進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2-3 測線 16の断面地形変化 

 

 （３） 水産複合棟前（測線 18～21） 

 図 5-4-2-4 は水産複合棟の前面海岸地形の変化（測線 20）を示している。2011 年 9 月の測量

結果では汀線位置は 2006 年 10 月と変化はないものの、後浜部の海浜が大幅に沈下しているのが

理解できる。2012年 1月以降は汀線も前進し後浜高も 1.5m以上となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2-4 測線 20の断面地形変化 
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（４） ベンダーズ・アーケード前（測線 22～25） 

 図 5-4-2-5 はベンダーズ・アーケードの前面海岸地形の変化（測線 23）を示している。2011

年 9 月の測量結果では汀線位置は 2006 年 10 月と変化しないものの、後浜部が沈下し水深１ｍ付

近が堆積傾向を示している。2012 年 1 月でも後浜部は若干復帰したものの水深 1m 付近は堆積傾

向を示し、汀線は前進しようとする傾向を示していることが理解できる。2013 年 3月は覆砂工に

よる土砂供給をしたため汀線の前進と後浜幅の増幅が出現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2-5 測線 23の断面地形変化 

 

（５） 桟橋南から旧漁業組合倉庫前（測線 26～29） 

 図 5-4-2-6は桟橋から南側海浜（測線 26）の状況を示している。2011年 9月では汀線が約 10m

後退し、80cm程度の地盤沈下が後浜部で発生している。2012年 1月には 2006 年 10月の後浜高と

幅を回復している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2-6 測線 26の断面地形変化 
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（６） 洗濯場から南側河川河口部（測線 30～37） 

 図 5-4-2-7は洗濯場から南側河川河口部に至る海浜の状況（測線 30）を示している。ここも同

様に汀線の後退と地盤の沈下を示している。2012年 1月には 2006年 10月の汀線位置と地盤高ま

で回復し、幅広い後浜の復元がなされている。後浜高は 2006 年 10 月よりも高くかつ幅も広くな

っており、安定した海浜を形成していることが理解できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2-7 測線 30の断面地形変化 
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